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【手続補正書】
【提出日】平成28年11月29日(2016.11.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被清掃部材と、硬化用樹脂を先端稜線部に含浸処理することで前記先端稜線部を高硬度
化した短冊形状の弾性ブレードを有するクリーニングブレードとを備え、前記被清掃部材
が前記弾性ブレードの先端稜線部を表面移動し、前記クリーニングブレードを前記被清掃
部材表面に当接させて前記被清掃部材表面の付着物を除去する画像形成装置において、前
記被清掃部材に対する前記弾性ブレードの押し込み量が０．５［ｍｍ］以上１．５［ｍｍ
］以下であり、前記被清掃部材の表面移動方向における前記弾性ブレードと前記被清掃部
材表面との初期接触幅が０．５［μｍ］以上４［μｍ］以下となるように、前記弾性ブレ
ードを前記被清掃部材表面に当接させることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　請求項１の画像形成装置において、前記被清掃部材表面の前記弾性ブレードとの当接す
る部位における接線と、前記弾性ブレードの端面とから構成される角度が、７０°以上８
５°以下であることを特徴とする画像形成装置。
【請求項３】
　請求項１又は２の画像形成装置において、前記弾性ブレードの先端稜線部から短辺方向
反対側端部に向かって２０［μｍ］離れた位置における表面のマルテンス硬度が１．０［
Ｎ／ｍｍ２］以上１５［Ｎ／ｍｍ２］以下であることを特徴とする画像形成装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３いずれか一の画像形成装置において、前記弾性ブレードの先端稜線部は
、紫外線硬化樹脂または熱硬化性樹脂の含有処理によって高硬度化されていることを特徴
とする画像形成装置。
【請求項５】
　請求項４の画像形成装置において、前記紫外線硬化樹脂または前記熱硬化性樹脂は、少
なくともトリシクロデカンまたはアダマンタン骨格を有するアクリレート、または、少な
くともトリシクロデカンまたはアダマンタン骨格を有するメタクリレートを含むことを特
徴とする画像形成装置。
【請求項６】
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　請求項５の画像形成装置において、前記アクリレート、または、前記メタクリレートの
分子量が５００以下であることを特徴とする画像形成装置。
【請求項７】
　被清掃部材と、硬化用樹脂を先端稜線部に含浸処理することで前記先端稜線部を高硬度
化した短冊形状の弾性ブレードを有するクリーニングブレードとを備え、前記クリーニン
グブレードを前記被清掃部材表面に当接させて前記被清掃部材表面の付着物を除去し、画
像形成装置本体に対して着脱自在なプロセスカートリッジにおいて、前記被清掃部材に対
する前記弾性ブレードの押し込み量が０．５［ｍｍ］以上、１．５［ｍｍ］以下であり、
前記弾性ブレードと前記被清掃部材表面との初期接触幅が０．５［μｍ］以上、４［μｍ
］以下となるように、前記弾性ブレードを前記被清掃部材表面に当接させたことを特徴と
するプロセスカードリッジ。
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